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修繕に係る工事に要する費用に係る債務引受限度額

別紙３

（協定第５条第２項関連）

（機構法第１３条第１項第４号に定める協定記載事項）



修繕に係る工事に要する費用に係る債務引受限度額

（消費税込み）

年度 債務引受限度額

Ｈ１８ 14,696百万円

Ｈ１９ 24,995百万円

Ｈ２０ 27,416百万円

Ｈ２１ 32,076百万円

Ｈ２２ 21,467百万円

Ｈ２３ 19,581百万円

Ｈ２４ 31,785百万円

Ｈ２５ 48,923百万円

Ｈ２６ 33,108百万円

Ｈ２７ 107,725百万円

Ｈ２８ 53,532百万円

Ｈ２９ 73,757百万円

Ｈ３０ 55,061百万円

Ｈ３１ 65,246百万円

Ｈ３２ 34,484百万円

Ｈ３３ 37,275百万円

Ｈ３４ 37,526百万円

Ｈ３５ 40,568百万円

Ｈ３６ 76,436百万円

Ｈ３７ 37,860百万円

Ｈ３８ 38,401百万円

Ｈ３９ 38,218百万円

Ｈ４０ 38,229百万円

Ｈ４１ 38,352百万円

Ｈ４２ 39,869百万円

Ｈ４３ 39,028百万円

Ｈ４４ 40,337百万円

Ｈ４５ 38,845百万円

Ｈ４６ 38,934百万円

Ｈ４７ 38,859百万円

Ｈ４８ 38,955百万円

Ｈ４９ 39,245百万円

Ｈ５０ 38,763百万円

Ｈ５１ 38,808百万円

Ｈ５２ 38,821百万円

Ｈ５３ 38,814百万円

Ｈ５４ 38,846百万円

Ｈ５５ 39,221百万円

Ｈ５６ 38,669百万円

Ｈ５７ 38,542百万円

Ｈ５８ 38,546百万円

Ｈ５９ 38,517百万円

Ｈ６０ 38,591百万円

Ｈ６１ 38,408百万円

Ｈ６２ 38,699百万円

Ｈ６３ 38,685百万円

Ｈ６４ 38,735百万円

Ｈ６５ 39,214百万円

Ｈ６６ 38,628百万円

Ｈ６７ 38,482百万円

Ｈ６８ 38,426百万円

Ｈ６９ 38,365百万円

Ｈ７０ 38,437百万円

Ｈ７１ 38,242百万円

Ｈ７２ 6,484百万円

（注2）上記記載の債務引受限度額については、限度額に残余が生じた場合
は、繰り越しを認めるものとする。

（注1）平成１８年度から平成２６年度までは実績値を記載している。
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